
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 令和５年３月１２日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 大分県国
くに

東
さき

市安
あ

岐
き

漁港東方沖 

 国東港古
ふる

市
いち

Ｃ防波堤東灯台から真方位１７７°２.４海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°２７.８′ 東経１３１°４４.２′） 

事故の概要  漁船新護
し ん ご

丸は、東南東進中、進入灯橋梁の橋脚に衝突した。 

 新護丸は、船長が負傷し、船首部に圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年４月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 新護丸、３.８トン 

 ＯＴ３－２７０３７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.２５ｍ（Lr）×２.３３ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２４２.７kＷ、昭和５４年２月１０日 

 第２９４－２６１９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録日 昭和６２年６月１８日 

  免許証交付日 令和３年１１月１５日 

         （令和９年６月１７日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部に圧壊等 

進入灯橋梁 橋脚に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０６時２９分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、流し網漁の目的で、令和

５年３月１２日０６時３０分ごろ伊予灘西航路第２号灯浮標東方沖の

漁場に向けて安岐漁港を出航した。 

船長は、操舵区画後部に設置した板の上の右舷側に立ち、左手で舵

輪を持って操船し、甲板員は同板左舷側に船尾方を向いて腰を掛け、
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手動操舵により約４.９ノットの対地速力で本船を東南東進させた。 

本船は、大分空港進入灯橋梁の一部に設けられた通船部の中央付近

に向かう予定で東南東進中、船長がいつしか居眠りに陥り、０６時 

４０分ごろ大分空港進入灯橋梁の通船部北側橋脚（以下「本件橋脚」

という。）に衝突した。 

本船は、衝突の衝撃で一旦後退した後、機関が前進となっていたの

で、再度本件橋脚に衝突した。 

船長は、一度目の衝撃で舵輪や回転窓に腹部と顔をぶつけて後ろへ

転倒し、二度目の衝撃を受けて、本件橋脚に衝突したことを認識し、

前進となっていた機関を中立とした。 

甲板員は、船長が顔面から出血しているのを認め、操船して安岐漁

港に帰航しながら１１９番通報して救急車を依頼し、船長は、安岐漁

港に到着した救急車で国東市内の病院へ搬送された後、ドクターヘリ

で大分市内の病院へ搬送され、外傷性膵損傷、左胃動脈断裂等と診断

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 大分空港進入灯橋梁及び通

船部（拡大）、写真２ 本船 参照） 

 その他の事項 大分空港進入灯橋梁は、大分空港南方の海上に設置された南北に延

びる構造物で、一部の橋脚の間に船舶が通航できる幅約６０ｍの通船

部が設けられ、通船部の南北両側の橋脚は、上部が赤色、水面付近が

黄色の着色がなされていた。 

船長は、４０年以上同じ海域で操業経験があり、現在の大分空港進

入灯橋梁が完成した約５年前から通船部を通航して漁場へ向かってお

り、ふだん、安岐漁港港口を出た辺りで船首を通船部中央付近に向け

て適宜当て舵を取りながら航行し、通船部手前で左転して橋梁に対し

てほぼ直角に通船部を通航していた。 

本事故発生当時、本船の周囲に他船はいなかった。 

船長は、３月５日から１０日昼間まで操業し、依頼を受けて１０日

夜間から明け方まで警戒船業務を行い、１１日は休漁日で畑仕事を

行っていた。 

船長は、出航時は眠気を感じていなかったが、３月５日から１１日

まで休日なしで仕事をして疲れが出て、また、慣れた海域で、事故当

時、周囲に他船がいなかったので気が緩み、安岐漁港港口を出て通船

部に向かう辺りで居眠りに陥ってしまったのかもしれないと本事故後

に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、安岐漁港東方沖を東南東進中、船長が居眠りに陥り、本件
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橋脚に向かって航行を続けたことから、本件橋脚に衝突したものと考

えられる。 

船長は、事故当時、疲労が蓄積しており、また、慣れた海域を航行

しており、本船の周囲に他船がいなかったことから、気が緩み、覚醒

水準が低下して居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、安岐漁港東方沖を東南東進中、船長が居眠りに

陥り、本件橋脚に向かって航行を続けたため、本件橋脚に衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操業が連続するなどして疲労が蓄積した場合は、休日を

設けるなどして疲労回復を図り、操船を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 



 

写真１ 大分空港進入灯橋梁及び通船部（拡大） 

 

 

 

通船部 

通船部拡大 
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写真２ 本船 

 


